示　談　書
被害者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ を甲、加害者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ を乙、甲の配偶者 ＿＿＿＿＿＿＿＿ を丙として、甲と乙は、乙が丙と不貞行為に及んだ件（以下「本件」という。）について、以下のとおり示談する。
記
第1条（不貞行為の確認及び謝罪）
1　乙は、丙が甲の配偶者であることを知りながら、令和＿＿年＿＿月頃から令和＿＿年＿＿月頃までの間、丙と不貞行為に及んだ事実を認める。
2　乙は、前項の行為により甲に精神的苦痛を与え、甲と丙の婚姻関係の平穏を害したことを認め、甲に対し深く謝罪する。
第2条（示談金・慰謝料）
1　乙は甲に対し、本件の示談金兼慰謝料として、金＿＿＿＿＿＿円の支払義務があることを認める。
2　乙は、前項の金員を令和＿＿年＿＿月＿＿日限り、下記口座へ振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
銀行名：＿＿＿＿＿＿　支店名：＿＿＿＿＿＿　種目：普通・当座　口座番号：＿＿＿＿＿＿　名義：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第3条（接触禁止）
1　乙は、今後、正当な理由なく、丙に対し、面会、電話、電子メール、LINE、SNS、DM、手紙、第三者を介した連絡、勤務先又は自宅付近への接近、待ち伏せ、偶然を装った接触その他一切の方法により接触しない。
2　乙は、甲に対しても、嫌がらせ、脅迫、名誉又は信用を害する言動、SNS投稿、勤務先又は親族への連絡を行わない。
第4条（情報削除・拡散禁止）
乙は、本件に関して保有する丙又は甲に関する写真、動画、メッセージ、連絡先、住所、勤務先、家族情報その他個人情報を、第三者に開示、送信、投稿、拡散せず、甲が求める場合は合理的範囲で削除又は破棄する。
第5条（守秘義務）
1　甲及び乙は、本件、本示談書の存在及び内容、相手方の個人情報について、正当な理由なく、第三者、家族、勤務先、学校、SNS、インターネット掲示板等へ開示又は漏えいしない。
2　前項にかかわらず、弁護士、裁判所、公証役場、警察、医療機関その他正当な相談先へ必要な範囲で開示することは妨げられない。
第6条（違約金）
乙が第3条から第5条のいずれかに違反した場合、乙は甲に対し、違反1回につき金＿＿＿＿＿＿円を違約金として支払う。ただし、甲に生じた損害が当該金額を上回る場合、甲は乙に対し、別途損害賠償を請求することができる。
第7条（求償権の扱い）
乙は、本示談金の支払い後、丙に対する求償権を行使する場合であっても、甲を巻き込まず、甲に対して追加請求、連絡、資料請求その他一切の請求をしない。
第8条（清算条項）
甲及び乙は、本示談書に定めるほか、本件に関し、甲乙間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する。
第9条（合意管轄）
本示談書に関して紛争が生じた場合、甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とする。
本示談の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和　　　年　　　月　　　日
（甲）
住所（甲による自署） ______________________________
氏名（甲による自署） ______________________________　印
（乙）
住所（乙による自署） ______________________________
氏名（乙による自署） ______________________________　印
A4 / 示談書




